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安全上のご注意

●施工に関しては、正しい服装と防護具を着用し、安全に適合した施工工具等を使用し、安全作業に留意し、作
業を行ってください。
●切断部は、鋭利になる場合がありますので、手などを切らないように注意してください。
●取付は必ず取付工事店が行ってください。取付が不安定となり、けがや重大事故につながる恐れがあります。
●必ず同梱の固定金具を使用してください。取付が不安定となり、けがや重大事故につながる恐れがあります。
●金属類および支柱のベースプレートの取付は、コンクリートなど強度のある場所で適切なアンカーボルトを使
用してください。薄い合板や密度の低いモルタルなどは強度が出ないので、破損またはけがをするおそれがあ
ります。
●金具類および支柱のベースプレートの下穴径などは、必ず指定の寸法を守ってください。本体が正常にはたら
かず、破損またはけがをする恐れがあります。
●金具類および支柱の最大ピッチは900ｍｍ以下としてください。手すりが曲がったり、金具類および支柱が破
損したり、ビスのゆるみの原因となり、転倒しけがをする恐れがあります。
●手すり端部のはね出し長さは180mm以下としてください。手すりが曲がったり、金具類および支柱が破損し
たり、ビスのゆるみの原因となり、転倒しけがをする恐れがあります。
●手すりの接続部分より100ｍｍ以内の所に必ず金具類、もしくは支柱を取り付けてください。本体が破損し、
けがをする恐れがあります。
●勾配対応タイプの支柱（支柱勾配対応式・コーナー支柱勾配対応式）を単独で使用しないでください。必ず他
の支柱と併用してください。ガタツキが発生しけがをする恐れがあります。
●埋込みタイプの支柱については、埋込み寸法を、必ず200mm以上としてください。十分な強度が得られず、
製品が破損しけがをする恐れがあります。
●コーナー支柱勾配対応式の支柱については、連続で使用するときはP25を参考に、施工する向きに注意してく
ださい。十分な強度が得られない場合があります。

●製品の取付後に、ぐらつきやガタツキがなく確実に固定されているか確認してください。手すりが外れたりし
てけがをする恐れがあります。
●ガス・水道メーター及びガス管、水道管の位置を確認して施工してください。施工に支障がある場合は、手す
りの位置をずらすか、ガス、水道メーター及びガス管・水道管の移設を行ってください。

警告

注意

設計者・施工者の方へ

警告
誤った取扱をすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容
を示します。

注意
誤った取扱をすると、人が傷害を負っ
たり、物的損害が想定される内容を
示します。

危険の程度とは関係なく、製品の取
扱においてその行為を禁止します。

強制
製品の取扱において、指示に基づく
行為を使用者に必ず実行して頂きた
いことを表します。

アプローチEレール 取扱説明書

安全に取り付けていただくために、以下のことをお守りください。

本製品を末永くご利用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。工事完了後この「取扱説明書」は、必ずお客様にお渡
しください。お客様はこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、末永くお手元に保管して正しいご使用をお願いします。

●お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

禁止

ご使用になる前にこの「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●施工前に必ずこの「取扱説明書」をよく読んで施工してください。本体が正常にはたらかず、破損またはけが
をする恐れがあります。
●ハンガーボルトの取付けに関しては、取扱説明書に記載された指定事項（下穴の深さ・大きさ、樹脂アンカー
の取り付け方法、ハンガーボルト・ナットの締め込み方法）を守って確実に施工してください。ハンガーボル
トの強度が十分に発揮できない恐れがあります。
●手すり以外では使用しないでください。重大事故につながる恐れがあります。
●転倒防止用ガードレールや防護柵、ベランダの柵、窓格子などや断崖地、転落の恐れのある場所などで使用し
ないでください。重大事故につながる恐れがあります。
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お客様へ 安全に使用していただくために、以下のことをお守りください。

●勝手に改造したり、部品の代用品は使用しないでください。
●商品に強い応力が加わった状態で無理に取り付けないでください。手すりが折れたり、外れたりしてけがをす
る恐れがあります。
●埋込み設置の場合は、養生期間を十分にとり、期間中は重い物をのせたり、手すりをゆすったりしないでくだ
さい。手すりが外れたり、取付面が壊れたりして、けがをする恐れがあります。コンクリートの養生期間は使
用するコンクリートの取扱説明書をよく読んで使用してください。

●金具類および支柱をはじめとするアルミ製品は傷がつくと腐食の恐れがあります。また、支柱を埋込む場合、表面に付
着したモルタルやコンクリート等はすみやかに清掃してください。モルタルについては、塩分を多量に含んでいる海砂
の使用を避けてください。これも製品が腐食し、破損につながり、けがをする恐れがあります。
●施工時に手すり、支柱等に傷を付けないでください。破損につながる恐れがあります。
●施工後、油汚れ、指紋などが付着しているときは、中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませ、汚れを
とったあと、乾いた布で空ぶきしてください。

注意
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施工手順（はじめに）

必要工具

施工手順

ダストポンプ・ブラシ ハンマー スパナ・モンキーレンチ 電動ドライバー 六角ソケット（M8用）

ダストポンプ

ブラシ

※アルミ用の刃を使用してください

※M8用 ※M8用

※φ10用（コンクリート用）

※φ8用（コンクリート用）

※φ70以上

水準器 チップソー切断機 コンクリートドリル ホルソー ドリル

［床面・地面へ支柱を設置する場合］

②支柱の設置（P17～P21）

④手すり本体の取付（P24）

⑤接続部材の取付（P26）

⑥端末部材の取付（P27）

⑦高さ調整（P28）

⑧アンダーカバーの取付（P29）

⑨確認検査（P29）

［壁面へ金具類を設置する場合］

③金具の設置（P22～23）

④手すり本体の取付（P24）

⑤接続部材の取付（P26）

⑥端末部材の取付（P27）

⑧アンダーカバーの取付（P29）

⑨確認検査（P29）

［縦型手すりを設置の場合］

［遮断機ブラケットを接続する場合］

ベースプレート式の場合（P17～）
埋込み式の場合　　　　（P20～）

縦型手すりの設置
方法については
P22～23を参照
してください。

遮断機ブラケット
の接続置方法に
ついてはP27～
28を参照してく
ださい。
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施工

支柱上部にコーナージョイントを連続して取り付
ける際は向きに注意してください。
コーナージョイントＢを向かい合わせて取り付け
しないでください。

コーナージョイントＡ

コーナージョイントＡ

コーナージョイントＢ

コーナージョイントは、同じ向きで取り付けてください。

支柱間ピッチが500mm以内の場合

コーナージョイントＡ

コーナージョイントＢ

コーナージョイントは、同じ向きで取り付けてください。
支柱間ピッチが500mmを超える場合は必ず支柱を
１本設置してください。

支柱間ピッチが500mmを超える場合

コーナージョイントＡ

コーナージョイントＢ

コーナージョイントＢ

コーナージョイントＡ

コーナージョイントBを向かい合わせて取り付け
しないでください。
コーナージョイントBを向かい合わせて取り付け
しないでください。
コーナージョイントBを向かい合わせて取り付け
しないでください。
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施工

❾確認検査

各ビス類を本締めしてください。取り付け
が終了したら、ガタツキ等がないか確認し
てください。
コーナー支柱をご使用の時は、コーナー支
柱上部コーナージョイントの中心にあるボ
ルト頭に、付属のキャップをはめてくださ
い。

ビス類は必ず指定数量すべてを使用
してください。注意

本締め・確認

❽アンダーカバーの取付

手すりに同梱されているアンダーカバーを
カッターナイフ等で必要な長さに切断して
ください。手すり本体の下開口部にアンダ
ーカバーを押し込みながら挿入してくださ
い。

アンダーカバー

アンダーカバーの上下方向に注意し
てください。
ビスの形状によりビス頭が出る場合
は、アンダーカバーに切り込みを入れ
て挿入してください。

注意
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